別記様式第２号（第３条関係）
番　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長門市長　　　　　　　　　印

長門湯本温泉駐車場（使用・変更・取下げ）許可書

年　　月　　日付けで申請のあった施設の使用について、次のとおり許可します。
	使用日時
又は期間
	　　　年　　月　　日　　午前・午後　　　時　　分から
　　　年　　月　　日　　午前・午後　　　時　　分まで

	使用施設
	

	使用料の額
	円

	許可条件
	１　使用許可を受けた目的以外の目的又は用途に供してはならない。
２　使用許可の内容に違反して使用してはならない。
３　使用許可の範囲を超えて使用してはならない。
４　使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
５　市の承認を得ないで許可施設の現状を変更し、又はこれに工作物を設置してはならない。
６　市は使用期間中の許可施設の修繕義務を負わない。
７　使用期間中であっても必要があるときは、市は、この許可書に記載された事項（以下「許可事項」という。）を変更することができる。
８　次の各号いずれかに該当するときは、市は、この使用許可を取り消すことができる。
　(1)　条例又は条例規則に違反したとき。
　(2)　条例第６条第２項の許可に付した条件に違反したとき。
　(3)　集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
　(4)　その他公益上必要が生じたとき。
９　市が使用許可を取り消した場合において、損害を受けることがあっても市はその賠償はしない。
10　許可事項に違反する行為により市が使用許可を取り消した場合において、市に損害を与えたときは、その損害を市に賠償しなければならない。
11　許可施設を損傷したときは、使用責任者の負担において許可施設を原状に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
12　許可施設について、自然災害等により使用者にいかなる損害を与えた場合、また、必要費又は有益費を支出することがあっても、市はその補償の責めを負わない。
[bookmark: _GoBack]13　使用許可期間が満了し、又は使用許可が取り消されたときは、使用者の負担で直ちに許可施設を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市が特に必要がないと認めた場合はこの限りではない。
14　既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、定期駐車の使用許可を受けている者に対し、利用していない月にかかる定期駐車の使用料の範囲内でこれを返還することができる。
(1)条例第５条の規定により、駐車場の全部の供用を休止したとき。
(2)定期駐車の使用許可期間の開始日前に、当該定期駐車に係る使用許可の取下げの申請があったとき。
(3)定期駐車の使用許可期間の満了日の１箇月前までに使用許可期間変更の申請があり、これに対する許可を受けたとき。
(4)前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
15　定期駐車券(パスカード)は期間満了日に返却すること。



